
405日獣会誌　73　405～417（2020）

第 77回通常総会については，令和 2年 6月 23日，明治記念館 2階「蓬莱の間」において開催を予定して
いたが，新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため，資料郵送による書面開催とした．各議案は省略の手続
きとして，承認事項については，書面による提案がなされ，正会員全員からの同意を得たことから可決された
ものとみなされた．また，報告事項については，資料の送付をもって説明・報告に代えることとした．本総会
の議案内容等は，次のとおりである．

第 77 回　 通 常 総 会 の 書 面 開 催

会議報告

第 1号議案　令和元年度事業報告の件（報告事項）
令和元年度の事業報告について全正会員へ資料の送
付をもって報告に代えることとした．

第 2号議案　令和元年度決算の件（承認事項）
令和元年度の決算書類（案）（別記 1）及び監事の監
査報告書（令和 2年 6月 2日付け）について全正会員の
同意があったことから，可決されたものとみなされた．

第 3号議案　令和 2年度事業計画の件（報告事項）
令和 2年度の事業計画書（別記 2）について全正会員
へ資料の送付をもって報告に代えることとした．

第 4号議案　令和 2年度予算の件（報告事項）
令和 2年度の収支予算書（別記 3），資金調達及び設

備投資の見込みに関する書類について全正会員へ資料の
送付をもって報告に代えることとした．

第 5号議案　  令和 2年度会費及び賛助会費の件（承認
事項）

令和 2年度の会費及び賛助会費（案）について全正会員
の同意があったことから，可決されたものとみなされた．

第 6号議案　  新型コロナウイルス感染症等動物由来の
人と動物の共通感染症に対する「ワンヘ
ルス」の実践に関する決議に関する件（報
告事項）

「新型コロナウイルス感染症等動物由来の人と動物の
共通感染症に対する『ワンヘルス』の実践」の決議につ
いて全正会員へ資料の送付をもって報告に代えることと
した．

【そ　の　他】
1　日本獣医師会会長特別感謝状受賞者
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う医療及び
獣医療の現場におけるマスク不足の状況下において，マ
スクの提供により，新型コロナウイルス感染症への医療
対応の推進及び公衆衛生の向上に貢献し，顕著な功績が
あった者
タマホーム株式会社

2　獣医師会職員永年勤続表彰者
・30年勤続表彰　尾崎裕一（日本獣医師会）
・20年勤続表彰　花田敦子（山口県獣医師会）

第77回 通常総会の議案内容等

書面開催に伴う質疑・意見等に対する本会回答の概要

1　第 2号議案　令和元年度決算の件（承認事項）

Q1：  貸借対照表における普通預金の減額は経常不足分
の補塡対応か．

経常不足分の補塡は，資産全体で対応しているが，未
収入金が増額しており，年度内の入金状況等により普通
預金の残高は増減する．

Q2：  貸借対照表における定期預金の解約理由はなにか．

解約は，特定資産／公益事業活動準備資金の取崩しに
よる流動資産／定期預金への振替である（平成 30年度
第 5回理事会で議決，内閣府公益認定等委員会に報告
済）．平成 31年度（令和元年度）は定期預金を普通預
金へ振替し，事業資金として使用した．
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Q3：  貸借対照表における動物個体登録システム開発準
備預金が増額しているが，目標設定金額はどの程
度か．

システム改修（サーバーの入替を含む）として 5年間
で 30,000千円である．

Q4：  正味財産増減計算書における経常費用の旅費交通
費の増額は，「アジア地域臨床獣医師等総合研修事
業（アジア研修事業）」等の予定外の支出が要因か．

増額の主な要因は，「アジア研修事業」，「農林水産省
助成事業」及び「部会委員会事業」の旅費交通費である．

Q5：  正味財産増減計算書の通信運搬費の増額の要因は
なにか．

増額要因は，AIPO事業登録頭数の増加によるデータ
登録完了通知書郵送代等の増額，登録料変更による新た
な登録申込書郵送代等の増額及び「アジア研修事業」の
通信キャリア変更等に伴う増額である．

Q6：  正味財産増減計算書における事業運営費の増額は，
日本獣医師会主体による年次大会の開催等が要因
か．

事業運営費の増加は，主な要因は，「農林水産省補助
事業」のうち「管理獣医師等育成支援・獣医師就業支援
事業」の高度獣医療講習会等実施費，「広域獣医療体制
整備対策事業」の地方獣医師会事業実施費の他，「アジ
ア研修事業」の研修生の増加（10名→ 16名）による研
修生生活費等である．
なお，「学会年次大会事業」の本会主体開催による費
用増加科目は会議費，印刷製本費，支払報酬，委託費で
ある．

Q7：  正味財産増減計算書における支払寄付金の減額の
要因はなにか．

減額の主な要因は，平成 30年度においては「西日本
豪雨災害動物救護活動等支援金」，「北海道胆振東部地震
動物救護活動等支援金」であるのに対し，令和元年度に
おいては「北海道胆振東部地震動物救護活動等支援金」
のためである．なお，「令和元年台風災害動物救護活動
等支援金」については，支援金の交付の遅滞により令和
2年度での支出となり，令和元年度支出は 0円となる．

Q8：  正味財産増減計算書における助成金返還支出は，
国の委託事業等の剰余金の返還か．

返還支出は，「アジア研修事業」における大学等への
委託事業の余剰金の返還である．

2　第 3号議案　令和 2年度事業計画の件（報告事項）

Q1：  令和 2年度事業計画書の獣医学術学会事業につい
て，新型コロナウイルス感染拡大に伴い，来年度
も感染防止対策を取りながら，いわゆる「3密」を
避けながら獣医学術年次大会・獣医学術地区学
会を開催していく状況にあるものと推察される．
そのため学会会場でも学会参加者を半分以下（3

割程度）の定員に抑制することや，学会のリモー
トでの開催などを検討する必要もあると考える．
その場合，会員の参加費，企業出展料や広告収入
は大幅減になるものと思われ，各地方会の費用負
担の限界を超えることも考えられる．  

　また，獣医師会という社会的に重責を負う法人
が主催する学会が新型コロナウイルス感染症拡大
の引き金となる危険性も考えられるので，日本獣
医師会として，年次大会及び地区学会の開催方
針を検討願いたい．

令和 2年度の獣医学術地区学会及び地区獣医師大会，
並びに獣医学術学会年次大会は，新型コロナウイルス感
染症の影響により開催中止とする旨，地方獣医師会あて
通知したところである．今後の地区学会・大会及び獣医
学術学会年次大会の開催にあたっては，3密を避けた環
境での開催やWebでの開催を検討する必要があると考
える．このため，学術・教育・研究委員会等において，
本年度及び令和 3年度以降における学会等の開催方法に
ついて，シンポジウムやセミナーのWeb開催・配信等
も含め検討するとともに，その際の収入源や費用につい
ても併せて検討を行う予定である．

3　第 4号議案　令和 2年度予算の件（報告事項）

Q1：  収支予算書における経常費用の給与費の増額は，
新採用職員の人件費が要因か．

増額の主な要因は，マイクロチップ登録数の増加及び
動物愛護法改正によるマイクロチップの義務化に対応
（電話対応及び事務処理）のための派遣職員 2名の雇用
の他，昇給等による増額である．
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Q2：  収支予算書における赤字分は法人会計準備金等か
ら補塡するのか．

予算作成時，助成事業は未決定のため，助成事業から
の人件費を収益に計上できないため，書類上は赤字計上
となっている．残余の赤字分については，経費の節減努
力により解消するよう努めたい．

Q3：  赤字の予算編成を継続するが，日本獣医師会の経
営の方向等はいかがか．

上記の助成金返還支出は本来前年度事業の返還金であ
り，そのため令和元年度決算は赤字額が大きくなってい
ることを考慮しても，赤字が増加しており，収支の改善
は喫緊の課題となっている．令和 2年度予算では，学会
開催地を東京都から兵庫県神戸市とすることによる会場
費の圧縮，部会委員会にWeb会議を導入することによ
る会議費及び旅費交通費の圧縮等を計画している．な
お，Web会議の導入については新型コロナウイルス感
染症対策としてすでに監査会等で実施され，旅費等の費
用の削減に努めている．
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Ⅰ　実　施　方　針

平成 30年，岐阜県においてわが国で 26年ぶりとな
る CSF（豚熱）が発生した．CSFは野生イノシシにお
いても感染が確認されて感染地域が拡大したことを受
け，国内の飼育豚において限定的なワクチン接種が実施
されているが，未だ感染が収束しない状況にある．また，
中国をはじめ韓国等アジア地域の近隣諸国では ASF（ア
フリカ豚熱）の発生が拡大するなど，わが国への侵入の
可能性は一層高まっている．また，高病原性鳥インフル
エンザや重症熱性血小板減少症候群（SFTS）等人と動
物の共通感染症も社会の注目を浴びており，これらの疾
病への警戒も怠ってはならない．
一方，抗菌剤はこれまでの感染症への対応において大
きな役割を果たしてきたが，近年，薬剤耐性菌の増加が
課題として国際的に注目され，わが国においても国が平
成 28年 4月に薬剤耐性（AMR）対策行動計画を策定・
公表し，関係者のみならず，広く国民一般に普及啓発活
動を行う等の対応を強化している．
令和元年 6月には，日本獣医師会及び地方獣医師会が
長年にわたって検討し，要請を続けてきた動物愛護管理
法の改正による販売用の犬・猫へのマイクロチップの装
着・登録の義務化，及び愛玩動物看護師法の新規制定が
実現した．今後は，これらの二つの新制度が人と動物の
共生社会の構築に向けて真に国民全体の利益向上に繋が
るよう，改正法及び新法の適正な運用に協力，支援して
いく必要がある．
このほか，勤務獣医師の処遇改善による獣医師の職
域・地域の偏在の解消，女性獣医師の活躍推進，災害時
動物救護対応の確立，獣医学教育の改善・充実等につい
て，部会委員会におけるこれまでの議論を一層発展させ
て具体的な対応策を検討し，適宜実行していくこととす
る．
一方，国際交流事業については，本会は，平成 28年

11月に福岡県北九州市において第 2回世界獣医師会 -
世界医師会“One Health”に関する国際会議を開催し，
国内のみでなく海外へも“One Health”の推進に関す
る情報発信を行った．また，世界獣医師会（WVA）及
びアジア獣医師会連合（FAVA）の会員国として，さら
に東アジア三カ国獣医師会の覚書に基づき国際交流活動
への積極的な貢献を行ってきた．このような国際貢献に
加えて，本会はアジア地域臨床獣医師等総合研修事業を
通じて，わが国獣医界が一層国際的な信頼を得られるよ
う努めてきた．

このようなわが国の国際貢献が認められ，令和元年
10月に開催された FAVA代表者会議において 2022年に
開催が予定されている第 22回 FAVA大会の福岡県への
誘致が満場一致で可決された．今後は同大会の開催準
備を鋭意進めていくこととしている．
また，本会の組織の強化のため，地方獣医師会におけ
る組織率の向上を図るとともに，一般市民向け及び地方
獣医師会・会員構成獣医師向けの広報を強化し，情報提
供体制を充実させるとともに，英語版ホームページを通
じて国際的な情報提供体制の充実を図り，また，本会の
財政基盤の強化のために，収益事業にも積極的に取り組
むこととする．
以下に，本年度における重点的な取組み事項を示す．

1　個別重要課題についての検討
特に重要な個別課題については，前年度に引き続いて
事業推進特別委員会の下に次の 4つの検討委員会を設置
し，関連する職域部会とも連携して重点的に検討する．
（1）＂One Health＂推進検討委員会
医師会のほか，“One Health”の推進に関連する団
体・国際機関等との具体的な連携強化及び活動，特に地
方行政機関との連携の下で，感染症対策，老齢化対策
（動物介在活動）等について総合的に検討する．
（2）薬剤耐性（AMR）対策推進検討委員会
政府が策定・公表した薬剤耐性（AMR）対策行動計
画に基づく普及・啓発，モニタリング調査等への協力，
特に小動物獣医臨床現場における抗菌性物質の慎重使用
の推進等のための具体的な対策，次期行動計画に盛り込
むべき内容について検討する．
（3）総合獣医療・専門獣医療提供体制整備検討委員会
高度かつ多様な獣医療提供体制の整備のため，総合的
な獣医療である「かかりつけ病院」と専門的な獣医療で
ある「二次診療施設」の協力体制のあり方と連携の仕組
み，また獣医療提供体制整備の一環としての広告規制の
緩和について検討する．
（4）マイクロチップ普及推進検討委員会
「動物の愛護及び管理に関する法律」（動物愛護管理法）
の改正により義務化された販売用の犬・猫等家庭動物に
対するマイクロチップ（以下「MC」という．）の装着・登録
が円滑に行われるよう，本会の登録システム整備，地方
獣医師会と会員構成獣医師との連携体制の構築，個人情
報の適正な取扱い等獣医師会の全体的な情報ネットワー
ク管理体制の構築等に関する施策展開並びに狂犬病予防
事業との一体的な運用体制の整備等について検討する．

〔別記 2〕

令 和 2 年 度　　事 業 計 画 書
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MCデータベースの情報セキュリティを強化するため，
本会における情報管理体制を整備するとともに，地方獣
医師会におけるMCの情報収集・管理体制の構築並び
に個人情報の取扱いの適正化等，獣医師会全体の情報
ネットワーク管理体制を強化する．
さらに，MCの装着・登録を狂犬病予防法の犬の登
録・鑑札・注射済票の代替措置とすることにより，飼い
主の利便性の向上を図るとともに，MC情報を活用した
さまざまな情報及びサービスを提供することにより，
MC装着の付加価値を付与してその一層の普及を図り，
MCの全頭装着・登録及び狂犬病予防事業の円滑かつ効
果的な運用環境を整備する．

3　勤務獣医師の処遇と職場環境の改善及び女性獣医師
の活躍推進に関する対応
勤務獣医師の処遇改善については，福岡県における特
定獣医師職給料表の新設をはじめ，各自治体の勤務獣医
師に対する初任給調整手当の拡充等の成果を上げている
が，今後も獣医師独自の給料表の創設，期限付きの初任
給調整手当に代わる恒久的な給与改善措置等の処遇改善
に係る対応及び魅力ある業務内容への改善が全国的に一
層拡大するよう，地方獣医師会と連携しながら活動を強
化する．
女性獣医師の就業継続及び復職への支援等，女性獣医
師の活躍推進については，平成 25～26年度の女性獣医
師支援特別委員会における検討結果を踏まえ，現在，女
性獣医師活躍推進委員会において就業支援対策を検討
し，逐次実行している．「女性獣医師が活躍する職場は，
男性獣医師を含むすべての獣医師が活躍できる職場であ
る．」という理念の下で，勤務条件及び職場環境の向上
のための取組みを強化する．

4　緊急災害時動物救護活動への対応
緊急災害時の対応については，緊急災害時動物救援対
策検討委員会を設置して，地方獣医師会における対応，
日本獣医師会における対応を検討し，ガイドライン及び
マニュアルを策定したところである．今後は動物福祉・
愛護委員会において，ガイドライン及びマニュアルに
沿った具体的な施策を検討し，VMAT構成員の育成・
登録をはじめとする動物救護体制を整備し，緊急災害発
生時の動物救護活動及び獣医療提供体制復旧の支援に備
える．
なお，本事業については，公益目的事業としての認
定を受けるため，令和元年 10月 20日付けで内閣府公
益認定等委員会に変更認定申請を行っていたが，令和 2

年 3月 2日付けで認定されたところである．引き続き本
事業の充実に向けて同委員会の指導の下に，地方獣医師
会と連携して対応する．

2　個別重要課題に対する事業運営
（1）＂One Health＂の推進に関する対応
上記“One Health”推進検討委員会の検討結果を踏
まえ，「福岡宣言」に具体的な実践項目として挙げられ
た①人と動物の共通感染症対策の強化，②薬剤耐性
（AMR）対策，③医学・獣医学教育の改善・整備及び④
健康で安全な社会の構築に係る全ての課題解決のため
に，総論的取組みとしての医師・獣医師の交流の促進と
協力関係の強化を図るため，日本医師会との連携シンポ
ジウムの開催等を実施する．特に感染症対策及び老齢化
対策（動物介在活動）の推進に関する対応は，産業動物
臨床，小動物臨床，家畜衛生・公衆衛生，動物福祉・愛
護の各部会が必要に応じて連携して取り組む．
（2）薬剤耐性（AMR）対策の推進に関する対応
上記薬剤耐性（AMR）対策推進検討委員会における

調査・検討の結果を踏まえ，農林水産省，厚生労働省等
の指導及び支援の下で，医師会及び医師，動物用医薬品
業界等と連携しつつ，産業動物臨床及び小動物臨床部会
等と連携して具体的な AMR対策に関する獣医師，医師，
動物用医薬品協会及び一般市民との情報交流，普及活
動，リスク管理施策の推進等を行う．また，次期「薬剤
耐性（AMR）対策アクションプラン（2021-2025）」の
見直しに向けた本会の意見集約及び必要な対策を推進す
る．なお，薬剤耐性（AMR）対策の一環として，抗菌
剤等が動物用医薬品としての承認を得やすい仕組みや，
動物用医薬品の開発促進のための製薬企業のインセン
ティブを高める方策についても，国に支援要請をしてい
るところである．
（3）獣医療提供体制の整備に関する対応
上記総合獣医療・専門獣医療提供体制整備検討委員会
における検討結果を踏まえ，より高度で多様な獣医療を
提供するための総合獣医療・専門獣医療提供体制の整備
について，関係学術団体等と連携しつつ具体的な施策を
推進する．
なお，愛玩動物看護師法の制定による愛玩動物看護師
の国家資格化を踏まえ，本会としても，新制度の円滑な
実施，獣医療現場における獣医師と愛玩動物看護師等の
適切な役割分担，愛玩動物看護師の処遇改善と社会的地
位の向上等について検討し，各種施策を講じながらチー
ム獣医療提供体制の構築等を推進する．
（4）マイクロチップの普及啓発に関する対応
上記マイクロチップ普及推進検討委員会における検討
結果を踏まえ，動物愛護管理法の一部改正によるMC

装着の義務化に伴う施策が円滑に実施されるよう，本
会，地方獣医師会及び会員構成獣医師の連携体制の構築
並びに社会へのMC装着・登録に関する普及啓発等を
行う．
また，本会の動物適正管理個体識別登録事業における
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上のため，一般向け及び地方獣医師会・会員構成獣医師
向けの広報の強化を図るとともに，獣医学術学会年次大
会や動物感謝デーなどのあり方等について検討を行う．

Ⅱ　事業別の対応

1　公益目的事業
（1）部会委員会等運営事業
ア　部会委員会の運営
獣医学術，産業動物臨床，小動物臨床，家畜衛生・
公衆衛生，動物福祉・愛護等の獣医師職域に係る諸課
題及び各職域に属さないまたは複数の部会に重複する
課題については，職域別の事業運営機関である「部会」
に委員会を設置して検討してきたところである．これ
までも各部会委員会における検討に当たっては，各職
域部会間で十分に連携を図って対応してきたが，今後
は検討課題を絞り，課題ごとに関連部会が連携して検
討を行うこととする．
これらの検討結果を踏まえ，広く国民の生活向上に
貢献できる獣医療を提供することを目的として積極的
に活動するとともに，関係機関への提言・要請等必要
な施策を講じる．
獣医学教育の整備充実については，診療参加型実習
及び体験型家畜衛生・公衆衛生実習に対して実習環境
の整備・提供等に積極的に協力し，獣医学実践教育推
進協議会を通じて調整・支援することによりわが国獣
医学教育の国際水準化達成に向けた取組みを一層推進
する．
また，勤務獣医師の処遇改善については，関連部会
の意見を反映し，関係団体及び地方獣医師会との連
携を図りながら対応する．
イ　個別課題への対応
個別課題については，事業推進特別委員会のもとに
次の検討委員会を設置し，重点的に検討を行い，積極
的に活動するとともに，検討の結果を踏まえて，関係
機関への提言・要請等必要な施策を講じる．
（ア）�“One Health”推進検討委員会
（イ）�薬剤耐性（AMR）対策推進検討委員会
（ウ）�  総合獣医療・専門獣医療提供体制整備検討委員

会
（エ）�マイクロチップ普及推進検討委員会
（2）獣医師・獣医療倫理向上対策事業
獣医師が専門職としての社会的な信頼を得てその責
任を果たすため，獣医師の職業倫理に関わる検討を行っ
て本会の対応方針を決定するとともに，「獣医師の誓い
─ 95年宣言」，「産業動物医療・小動物医療の指針」等
の普及啓発に努める．あわせて，獣医師倫理に関わる地
方獣医師会と連携して倫理向上の普及啓発のため講習
会，研修会等を開催し，法令違反等の情報提供を行う．

5　獣医学教育環境の国際水準への整備充実に関する対
応
本会が文部科学省及び獣医学系大学等多くの関係者と
ともに尽力してきた獣医学教育環境の国際水準化に向け
ての取組みを継続する．また，行政との連携を強化し，
スピード感をもって実効性のある整備充実を図る必要が
ある．特に，診療参加型実習及び体験型家畜衛生・公衆
衛生実習の支援体制の整備，コア・カリキュラムの見直
し，第三者評価の適切な実施等に関する支援を強化する．

6　国際交流事業の振興に関する対応
獣医学術に関する国際交流の推進のため，世界獣医師
会（WVA）及びアジア獣医師会連合（FAVA）等の関係
国際機関の活動に一層積極的に参加する．
令和 4年の開催が決定した第 22回 FAVA大会（福岡）
については，組織委員会において具体的方策を検討し，
その決定に従って開催準備を進める．なお，令和 2年度
においては，10月にマレーシア・サラワクで開催され
る第 21回 FAVA大会において第 22回 FAVA大会（福岡）
の広報・宣伝活動を行う．
東アジア三カ国（日本・韓国・台湾）における獣医学
術交流については，大韓獣医師会，台湾獣医師会と連携
して合同シンポジウムの開催等を積極的に実施する．
また，日本中央競馬会及び公益財団法人全国競馬・畜
産振興会の助成を受けて行うアジア地域臨床獣医師等総
合研修事業を適正に実施し，アジア地域の家畜衛生事情
の向上に努めることによりわが国への越境性感染症の侵
入防止を図るとともに，アジア地域各国の獣医師会及び
研修修了獣医師との連携を一層強化する．
これらの国際交流活動を通じて本会の国際貢献を図る
とともに，昨年度作成した英語版ホームページ（HP）を
介して情報を海外に発信する．

7　組織の強化に関する対応
獣医師会の組織率向上を図るため，特に，新規若手獣
医師等に対する有用かつ魅力ある獣医師活動を提供する
等，獣医師会組織の強化方策について検討を行い，適宜
実施する．特に，専門獣医師制度の構築に伴う獣医学術
学会等の企画内容の見直し，地方獣医師会及び会員構成
獣医師との連携下でのMC登録，狂犬病予防事業及び
付加価値サービスの一体的運用体制の確立による業務の
拡大等を推進する．
また，本会の業務活動見直しのため，本会と地方獣医
師会等の役割分担，活動の連携等について具体的な方向
性を検討するとともに，その結果を反映した本会事業の
スクラップアンド・ビルドの実践，事務局体制の再編，
健全な財政運営等について具体的結論を得る．
あわせて，本会の組織の強化及び社会プレゼンスの向
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普及啓発とともに，獣医療及び動物福祉の増進と適正管
理に関する技術と知識に関する助言・相談，情報提供
等を行い，本会事業の一層の発展を期する．
ア　普及啓発活動事業
「2020動物感謝デー in JAPAN “World Veterinar y 

Day”」は，2020年 10月 3日（土）に東京都におい
て令和 2年度動物愛護週間中央行事（屋外行事）と同
時開催し，一般市民向けに人と動物の共生，獣医師の
職域と役割等に係る普及啓発を行う．その成功に向
け，地方獣医師会及び動物福祉・愛護関係団体との連
携を図るとともに，獣医学系大学及び獣医学生団体の
参加並びに獣医療，畜産関係及び動物関連産業界から
の協賛・支援について引き続き協力要請を行う．あわ
せて，インターペット等の動物関係行事を通じて関係
者との連携を図る一方，今後の動物感謝デー等，本会
の普及啓発対策の在り方について検討する．
本会の活動に関する普及啓発材料としてポスター，
パンフレット等の作成，配布を行う．また，海外との
情報交換において活用するため，既に作成した英語版
ホームページ及び英語版パンフレットを作成し，国際
的な情報の提供を図る．
イ　助言相談事業
獣医療，獣医学術・教育，家畜衛生，公衆衛生，動
物薬事などの獣医事，動物福祉・愛護等に関する市
民，動物関連産業界，マスメディア，その他関係機
関・団体等からの相談・照会等への対応に努めるとと
もに，その成果については，地方獣医師会及び会員構
成獣医師に情報提供する．
ウ　情報等提供対応事業
本会の組織の強化及び社会プレゼンスの向上のた
め，ホームページ，メールマガジン，プレスリリース
等により獣医事対策等に関する情報提供及び普及啓
発を強化する．
また，関係情報の収集・提供にあたっては，構成獣
医師異動処理システム，マイクロチップデータベース
等に記録された個人情報の保守を強化し，情報の流
出，システムの破壊等への有効な対策の導入を行うと
ともに，地方獣医師会事務局に対する講習の実施等に
より，全国の獣医師会全体のネットワークの情報セ
キュリティ強化のための対策を検討し，実行する．
エ　獣医事・獣医学術教材提供事業
必要に応じて，獣医師生涯研修用教材等の獣医学術
専門教材，動物適正飼育管理普及教材の作成及び提
供を行う．

（6）獣医事対策等国内外連携交流推進事業
各種獣医事対策に関し，国内外の関係者との連絡調
整を行う．
ア 　獣医事対策等を推進するに当たって，地方獣医師

また，法令遵守に資するため，法定事項とされる各般の
獣医療提供証明行為等に係る書式等の作成提供を行う．
（3）緊急災害時動物救護活動支援事業
本会で作成したガイドライン及びマニュアルの内容を
踏まえ，緊急災害時における本会の動物救援対策を円滑
に行うための具体的な施策，各ブロック及び地方獣医師
会における動物救援対策実施のための体制整備，訓練等
への支援を適宜実施する．また，各地での被災動物救護
活動が円滑に行われるよう，平常時の準備（VMATの
構築・整備を含む），発災時の救護活動の対応及び救護
活動の収束等のさまざまなステージにおける地域の活
動を支援するとともに，被災地における獣医療提供体制
の復旧を支援する．さらに，緊急災害時の動物救護に係
る地域拠点施設の整備を支援する．
（4）動物福祉適正管理施策支援事業
改正動物愛護管理法の普及啓発に努め，その円滑な施
行に資するとともに，「所有者責任原則」に基づく動物
福祉・適正管理施策の推進を支援するために，以下の事
業を展開する．
ア　動物適正管理個体識別登録等普及推進事業
マイクロチップ普及推進検討委員会における検討結
果を踏まえ，動物愛護管理法の一部改正によるマイク
ロチップ装着・登録の義務化が円滑に実施されるよ
う，マイクロチップ装着・登録に関する普及啓発を行
う．また，本会の動物適正管理個体識別登録事業にお
けるマイクロチップデータベースの情報セキュリ
ティを強化する．
さらに，マイクロチップ番号をキーとしてさまざま
な情報，サービスを提供することにより，飼育者にマ
イクロチップ装着の付加価値を付与してマイクロチッ
プの一層の普及を図り，全頭装着・登録及び狂犬病予
防事業と一体化した円滑かつ効果的な運用に向けて環
境を整備する．
なお，本事業の実施に当たっては，動物 ID普及推

進会議（AIPO）を通じて他の関係団体と連携して円
滑な推進を図るため，組織の強化，充実及び新たな事
業展開に努める．
イ　動物福祉愛護対策推進事業
動物愛護管理法についての普及啓発活動に努め，同
法の円滑な施行に資する．
特に，次世代を担う子供たちの動物福祉と愛護の精
神の涵養に資するため，動物の福祉・愛護に関する児
童文学作品を対象とする日本動物児童文学賞の贈呈，
学校における動物飼育や各種福祉施設や病院等におけ
る動物とのふれあい活動等への支援を行う．

（5）獣医事対策等普及啓発・助言相談・情報提供対応
事業
獣医師・獣医療，獣医学術の果たすべき社会的役割の
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関連部門，②小動物臨床関連部門，③獣医公衆衛生・
野生動物・環境保全関連部門ごとに投稿された調査・
研究論文の原著，短報等を掲載し，獣医学術の業績評
価により獣医師の人材育成に資するとともに，紙媒体
のみでなく，ITを利用した国内外への発信・提供に
努める．
イ　獣医師生涯研修事業
地方獣医師会はじめ，獣医学系大学，獣医学術団体
等の協力の下，小動物・産業動物診療，家畜衛生・公
衆衛生，教育・試験研究機関など多岐にわたる職域に
就業する獣医師のために，各職域の特性に応じた研修
プログラムの策定，研修プログラムに参加する場の提
供，研修プログラム参加の評価を行うことにより，獣
医師の人材養成と質の確保に努める．なお，利用者の
利便性向上のためインターネットを利用した申告手続
きを適正に運営する．
ウ　獣医学術講習会・研修会事業
（ア）獣医学術振興・普及及び国際交流等助成事業

獣医学術の振興・普及及び獣医事の向上を目的と
するシンポジウム，講習会，セミナー等を地方獣医
師会，その他獣医学術団体等の支援・協力の下で開
催し，広く獣医学術の振興・普及と獣医師等の人材
育成に努める．なお，講習会，セミナー等について
は，映像の収録とインターネットを利用した情報配
信に努め，波及効果の向上を図る．
また，WVA，FAVA等の獣医学術に関する国際
機関・団体，その他の諸外国獣医師会等関係者との
連携・協力を図り，アジア地域臨床獣医師等総合研
修事業等を適正に運営するとともに，福岡県におけ
る開催が決定した第 22回 FAVA大会の開催準備を
進める．これらの事業を通じて国際的な獣医事関係
情報を交換・普及することにより，世界各国におい
て獣医学的知識・技術の向上を図るための活動等に
積極的に貢献する．

（イ）女性獣医師活躍推進対策事業
女性獣医師の活躍推進については，職域総合部会
の女性獣医師活躍推進委員会における検討の結果に
基づき，研修会の開催，情報提供活動等を行うとと
もに，「女性獣医師が活躍する職場は，男性獣医師を
含むすべての獣医師が活躍できる職場である．」と
いう理念を具体化するために，今後も勤務条件の改
善及び職場環境の向上のための取組みを強化する．

（10）獣医学術振興調査研究事業
獣医学術に関する産業動物臨床，小動物臨床及び獣医
公衆衛生各部門の振興・普及と獣医師人材の育成対策に
係る国内外の調査研究事業の実施に努めるとともに，獣
医学術振興施策の推進に反映させ，その事業成果を公表
し，獣医学術の普及と獣医師人材の育成に資する．

会，関係省庁，大学等教育機関，関係団体，動物関係
産業界等との連携調整及び会議の開催，関係団体等の
公益目的事業に対する後援・協賛・賛助等による支
援を行う．特に日本医師会との連携については，“One 

Health”推進検討委員会において具体的な検討を行
い，シンポジウムの開催等を行う．
なお，チーム獣医療提供体制整備のための愛玩動物
看護職の国家資格化への対応については小動物臨床委
員会における検討結果を踏まえ，また，診療参加型実
習，体験型家畜衛生・公衆衛生実習に関する体制整備
については獣医学実践教育推進協議会を通じて調整，
支援を行う．
イ 　本会の学術部会を中心に獣医学術交流のあり方につ
いて検討を行い，WVA・FAVA等の獣医学術に関す
る国際機関・団体，その他の諸外国獣医師会等関係者
との連携・協力を図り，獣医学術及び獣医事関係情報
の収集・交換，獣医学的知識・技術の向上を図るため
の活動等を積極的に行って獣医事の国際的な振興・普
及に一層の貢献を図る．

2022年，福岡県における開催が決定した第 22回
FAVA大会については，開催準備を鋭意進めていく．
また，東アジア三カ国（日本・韓国・台湾）における
獣医学術交流については，平成 30年に調印した覚書
（MoU）に基づき，活動を推進する．
（7）獣医事対策等調査研究事業
獣医療提供体制整備推進対策等，国内外の調査研究事
業の実施に努め，その事業成果を獣医事施策の推進に反
映させることにより，獣医事の向上に資する．
（8）獣医学術学会事業
獣医学術に関する調査・研究業績の発表，討論及び講
演並びに市民公開講座等を獣医学術学会年次大会におい
て開催するとともに，獣医学術の功績者に対する獣医学
術賞の選考・審査・表彰を行って学術業績評価に努め
る．獣医学術分野別 3学会で構成する学術学会について
は，その運営について学術部会で検討を行う．
また，各地区単位で開催される獣医学術地区学会の運
営についても総務委員会において具体的な検討を進め，
令和 4年度をめどに結論を得る．
（9）獣医学術振興・人材育成事業
ア　日本獣医師会雑誌提供事業
獣医学術の振興・普及，獣医事及び動物福祉等に関
する専門情報の提供，更には，獣医師をはじめ広く獣
医療従事者の人材育成を担う学術専門情報媒体として
日本獣医師会雑誌（日獣会誌）を編集・発刊するとと
もに，獣医療をはじめとする獣医事全般，動物の福祉，
野生動物保護を含む動物の適正管理など総合的な情報
の媒体としての誌面を提供する．また，日獣会誌のう
ち学術学会誌については，①産業動物臨床・家畜衛生
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医師生命共済事業，獣医師医療共済事業，獣医師年金共
済事業，獣医師賠償共済事業及び獣医師所得補償事
業）を推進するとともに，一層の普及に努める．特に，
①令和 2年度から保険契約内容が変更される獣医師賠償
共済事業（診療施設契約・獣医師個人契約，狂犬病予防
注射事業契約）及び②獣医師総合福祉生命共済保険の加
入率向上については，引受保険会社と地方獣医師会との
連携，協力の下で，会員構成獣医師等の福利厚生事業と
して一層の推進に努める．
（2）褒賞・慶弔等事業
「日本獣医師会褒賞規程」及び「日本獣医師会慶弔等
規程」等の関係規程に基づく褒賞・慶弔等事業のほか，
小学生等による動物愛護作品の優秀者に対する褒賞につ
いては，「日本獣医師会動物愛護週間関連行事褒賞規程」
に基づき実施する．

4　そ　　の　　他
事業 1，2，3に掲げた以外で緊急に対応する必要が生
じた事項については，必要に応じ，理事会等において協
議等の手続きを経たうえで実施する．

2　収　益　事　業
公益目的事業の推進に資するために行う不動産の貸付
本会が所有する基本財産である不動産の適正管理及び
運営に努めるとともに，不動産貸付事業として貸付を行
い，本事業の収益の一部を公益目的事業の実施費用とし
て充当し，公益目的事業の円滑な推進に資する．
なお，本会が区分所有する新青山ビルは築 42年を迎
え，その資産価値の維持・向上を図るため，三菱地所株
式会社と合意した長期修繕工事の的確な実施に努めると
ともに，将来における新青山ビルの建替えに備え，建替
え資金の造成方法について検討し，適宜対応する．
また，本会の財政基盤の強化のため，獣医事に係る収
益事業の在り方について検討を行い，その結果に基づい
て収益事業に積極的に取り組む．

3　その他事業（相互扶助等の共益目的事業）
公益目的事業の推進に資するために行う獣医師の福祉
等の向上対策
（1）獣医師福祉共済事業
本会が契約者として実施する獣医師福祉共済事業（獣
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（
単
位
：
円
）

科
　
　
　
目

予
　
算
　
額

前
年
度
予
算
額

増
　
減
　
額

Ⅰ
　
一
般
正
味
財
産
増
減
の
部

1
　
経
常
増
減
の
部

（
1）
経
　
常
　
収
　
益

ア
　
基
本
財
産
運
用
益

86
,1
55

,0
00

84
,8
93

,0
00

1,
26
2,
00
0

ア
 貸
室
料
収
益

81
,3
31

,0
00

80
,1
12

,0
00

1,
21
9,
00
0

イ
 駐
車
料
収
益

2,
37
6,
00
0

2,
33
3,
00
0

43
,0
00

ウ
 地
　
　
　
代

2,
44
8,
00
0

2,
44
8,
00
0

0
イ
　
特
定
資
産
運
用
益

10
,0
11

,0
00

12
,0
11

,0
00

△
2,
00
0,
00
0

ア
 特
定
資
産
受
取
利
息

10
,0
11

,0
00

12
,0
11

,0
00

△
2,
00
0,
00
0

ウ
　
受
取
会
費

15
7,
86
5,
00
0

15
8,
62
6,
00
0

△
76
1,
00
0

ア
 会
員
会
費

15
5,
16
5,
00
0

15
5,
92
6,
00
0

△
76
1,
00
0

イ
 賛
助
会
員
会
費

2,
70
0,
00
0

2,
70
0,
00
0

0
エ
　
事
業
収
益

38
0,
41
5,
00
0

36
3,
08
8,
00
0

17
,3
27

,0
00

ア
 獣
医
師
・
獣
医
療
倫
理
向
上
対
策
事
業
収
益

12
,8
00

,0
00

12
,0
00

,0
00

80
0,
00
0

イ
 動
物
福
祉
適
正
管
理
施
策
支
援
事
業
収
益

29
5,
00
0,
00
0

27
5,
00
0,
00
0

20
,0
00

,0
00

ウ
 情
報
等
提
供
対
応
事
業
収
益

10
,0
00

10
,0
00

0
エ

 獣
医
学
術
振
興
・
人
材
育
成
事
業
収
益

9,
40
5,
00
0

9,
46
5,
00
0

△
60

,0
00

オ
 福
祉
共
済
事
業
収
益

15
,2
50

,0
00

15
,2
50

,0
00

0
カ

 学
会
年
次
大
会
事
業
収
益

46
,7
50

,0
00

51
,3
63

,0
00

△
4,
61
3,
00
0

キ
 災
害
対
策
事
業
収
益

1,
20
0,
00
0

1,
20
0,
00
0

オ
　
受
取
助
成
金
等

15
,5
00

,0
00

23
,0
00

,0
00

△
7,
50
0,
00
0

ア
 日
本
中
央
競
馬
会
賛
助
金

10
0,
00
0

10
0,
00
0

0
イ

 獣
医
事
対
策
等
普
及
啓
発
協
賛
金

15
,4
00

,0
00

22
,9
00

,0
00

△
7,
50
0,
00
0

カ
　
受
取
寄
附
金

4,
35
6,
00
0

4,
35
6,
00
0

0
ア

 西
日
本
豪
雨
災
害
動
物
救
護
活
動
等
支
援
金
振
替

4,
35
6,
00
0

4,
35
6,
00
0

0
キ
　
雑
　
収
　
益

35
9,
00
0

35
9,
00
0

0
ア

 受
取
利
息

24
,0
00

24
,0
00

0
イ

 雑
　
収
　
益

33
5,
00
0

33
5,
00
0

0
経

常
収

益
計

65
4,
66
1,
00
0

64
6,
33
3,
00
0

8,
32
8,
00
0

〔
別
記
3〕

令
和
2
年
度
　
収
支
予
算
書
（
正
味
財
産
増
減
方
式
）

自
　
令
和
2
年
4
月
1
日

至
　
令
和
3
年
3
月
31
日

（
単
位
：
円
）

科
　
　
　
目

予
　
算
　
額

前
年
度
予
算
額

増
　
減
　
額

（
2）
経
　
常
　
費
　
用

ア
　
事
　
業
　
費

65
2,
99
1,
00
0

63
8,
67
9,
00
0

14
,3
12

,0
00

ア
 役
員
報
酬

17
,1
27

,0
00

20
,3
42

,0
00

△
3,
21
5,
00
0

イ
 給
　
与
　
費

10
8,
97
8,
00
0

95
,8
77

,0
00

13
,1
01

,0
00

ウ
 役
員
退
任
慰
労
金

0
0

0
エ

 職
員
退
職
給
付
金

0
0

0
オ

 福
利
厚
生
費

16
,7
86

,0
00

14
,1
11

,0
00

2,
67
5,
00
0

カ
 会
　
議
　
費

5,
28
4,
00
0

5,
77
8,
00
0

△
49
4,
00
0

キ
 旅
費
交
通
費

37
,0
91

,0
00

36
,6
41

,0
00

45
0,
00
0

ク
 通
信
運
搬
費

62
,6
56

,0
00

54
,2
24

,0
00

8,
43
2,
00
0

ケ
 減
価
償
却
費

19
,3
61

,0
00

20
,6
10

,0
00

△
1,
24
9,
00
0

コ
 消
耗
備
品
費

87
2,
00
0

87
2,
00
0

0
サ

 消
耗
品
費

6,
39
6,
00
0

6,
52
6,
00
0

△
13
0,
00
0

シ
 仕
　
入
　
費

18
0,
00
0

18
0,
00
0

0
ス

 修
　
繕
　
費

26
1,
00
0

26
1,
00
0

0
セ

 資
料
図
書
費

50
7,
00
0

66
9,
00
0

△
16
2,
00
0

ソ
 印
刷
製
本
費

73
,1
92

,0
00

69
,0
81

,0
00

4,
11
1,
00
0

タ
 水
道
光
熱
費

69
8,
00
0

69
8,
00
0

0
チ

 賃
　
借
　
料

3,
24
4,
00
0

3,
13
7,
00
0

10
7,
00
0

ツ
 支
払
保
険
料

15
6,
00
0

15
6,
00
0

0
テ

 支
払
報
酬

13
,1
81

,0
00

13
,0
55

,0
00

12
6,
00
0

ト
 慶
　
弔
　
費

2,
70
0,
00
0

2,
70
0,
00
0

0
ナ

 表
　
彰
　
費

2,
05
0,
00
0

2,
05
0,
00
0

0
ニ

 維
持
管
理
費

23
,7
84

,0
00

23
,3
55

,0
00

42
9,
00
0

ヌ
 租
税
公
課

10
,6
71

,0
00

10
,4
34

,0
00

23
7,
00
0

ネ
 支
払
負
担
金

1,
09
5,
00
0

1,
09
5,
00
0

0
ノ

 支
払
手
数
料

80
,8
81

,0
00

80
,7
01

,0
00

18
0,
00
0

ハ
 普
及
啓
発
活
動
費

10
,2
50

,0
00

9,
50
0,
00
0

75
0,
00
0

ヒ
 事
業
運
営
費

46
,9
90

,0
00

57
, 6
40

,0
00

△
10

,6
50

,0
00
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（
単
位
：
円
）

科
　
　
　
目

予
　
算
　
額

前
年
度
予
算
額

増
　
減
　
額

フ
 委
　
託
　
費

95
,4
83

,0
00

95
,0
56

,0
00

42
7,
00
0

ヘ
 支
払
寄
附
金

0
0

0
ホ

 賞
与
引
当
金
繰
入
額

6,
28
7,
00
0

5,
63
9,
00
0

64
8,
00
0

マ
 役
員
退
任
慰
労
引
当
金
繰
入
額

1,
73
7,
00
0

1,
93
3,
00
0

△
19
6,
00
0

ミ
 職
員
退
職
給
付
引
当
金
繰
入
額

4,
90
3,
00
0

6,
16
8,
00
0

△
1,
26
5,
00
0

ム
 雑
　
　
　
費

19
0,
00
0

19
0,
00
0

0
イ
　
管
　
理
　
費

61
,4
10

,0
00

66
,2
88

,0
00

△
4,
87
8,
00
0

ア
 役
員
報
酬

7,
30
8,
00
0

5,
77
3,
00
0

1,
53
5,
00
0

イ
 給
　
与
　
費

16
,4
28

,0
00

14
,4
53

,0
00

1,
97
5,
00
0

ウ
 役
員
退
任
慰
労
金

0
0

0
エ

 職
員
退
職
給
付
金

0
0

0
オ

 福
利
厚
生
費

2,
86
3,
00
0

2,
47
1,
00
0

39
2,
00
0

カ
 会
　
議
　
費

3,
52
2,
00
0

12
,2
10

,0
00

△
8,
68
8,
00
0

キ
 旅
費
交
通
費

5,
41
7,
00
0

5,
35
4,
00
0

63
,0
00

ク
 通
信
運
搬
費

46
4,
00
0

49
4,
00
0

△
30

,0
00

ケ
 減
価
償
却
費

2,
35
3,
00
0

2,
32
7,
00
0

26
,0
00

コ
 消
耗
備
品
費

12
8,
00
0

12
8,
00
0

0
サ

 消
耗
品
費

79
4,
00
0

79
4,
00
0

0
シ

 修
　
繕
　
費

39
,0
00

39
,0
00

0
ス

 資
料
図
書
費

13
,0
00

11
,0
00

2,
00
0

セ
 印
刷
製
本
費

12
2,
00
0

30
0,
00
0

△
17
8,
00
0

ソ
 水
道
光
熱
費

10
2,
00
0

10
2,
00
0

0
タ

 賃
　
借
　
料

25
6,
00
0

25
6,
00
0

0
チ

 支
払
保
険
料

46
,0
00

46
,0
00

0
ツ

 支
払
報
酬

49
9,
00
0

52
5,
00
0

△
26

,0
00

テ
 慶
　
弔
　
費

50
,0
00

50
,0
00

0
ト

 表
　
彰
　
費

10
,0
00

10
,0
00

0
ナ

 交
　
際
　
費

60
0,
00
0

60
0,
00
0

0
ニ

 維
持
管
理
費

11
,0
76

,0
00

10
,8
76

,0
00

20
0,
00
0

ヌ
 租
税
公
課

1,
82
9,
00
0

1,
82
9,
00
0

0

（
単
位
：
円
）

科
　
　
　
目

予
　
算
　
額

前
年
度
予
算
額

増
　
減
　
額

ネ
 支
払
負
担
金

4,
10
0,
00
0

4,
10
0,
00
0

0
ノ

 支
払
手
数
料

16
9,
00
0

16
7,
00
0

2,
00
0

ハ
 委
　
託
　
費

12
2,
00
0

12
2,
00
0

0
ヒ

 賞
与
引
当
金
繰
入
額

94
8,
00
0

85
0,
00
0

98
,0
00

フ
 役
員
退
任
慰
労
引
当
金
繰
入
額

51
4,
00
0

57
2,
00
0

△
58

,0
00

ヘ
 職
員
退
職
給
付
引
当
金
繰
入
額

73
8,
00
0

92
9,
00
0

△
19
1,
00
0

ホ
 雑
　
　
　
費

90
0,
00
0

90
0,
00
0

0
経

常
費

用
計

71
4,
40
1,
00
0

70
4,
96
7,
00
0

9,
43
4,
00
0

当
期
経
常
増
減
額

△
59

,7
40

,0
00

△
58

,6
34

,0
00

△
1,
10
6,
00
0

2
　
経
常
外
増
減
の
部

（
1）
経
常
外
収
益

経
常
外
収
益
計

0
0

0
（
2）
経
常
外
費
用

経
常
外
費
用
計

0
0

0
当
期
経
常
外
増
減
額

0
0

0
他
会
計
振
替
額

0
0

0
税
引
前
当
期
一
般
正
味
財
産
増
減
額

△
59

,7
40

,0
00

△
58

,6
34

,0
00

△
1,
10
6,
00
0

法
　
　
人
　
　
税
　
　
等

70
,0
00

70
,0
00

0
当
期
一
般
正
味
財
産
増
減
額

△
59

,8
10

,0
00

△
58

,7
04

,0
00

△
1,
10
6,
00
0

一
般
正
味
財
産
期
首
残
高

2,
33
9,
48
4,
00
0

2,
33
8,
43
6,
00
0

－
一
般
正
味
財
産
期
末
残
高

2,
27
9,
67
4,
00
0

2,
27
9,
73
2,
00
0

－
Ⅱ
　
指
定
正
味
財
産
増
減
の
部

（
1）
特
定
資
産
運
用
益

0
0

0
ア
　
特
定
資
産
受
取
利
息

0
0

0
（
2）
一
般
正
味
財
産
へ
の
振
替
額

4,
35
6,
00
0

4,
35
6,
00
0

0
ア
　
特
定
資
産

4,
35
6,
00
0

4,
35
6,
00
0

0
当
期
指
定
正
味
財
産
増
減
額

△
4,
35
6,
00
0

△
4,
35
6,
00
0

0
指
定
正
味
財
産
期
首
残
高

4,
37
8,
00
0

5,
93
9,
00
0

－
指
定
正
味
財
産
期
末
残
高

22
,0
00

1,
58
3,
00
0

－
Ⅲ
　
正
味
財
産
期
末
残
高

2,
27
9,
69
6,
00
0

2,
28
1,
31
5,
00
0

－


